
後期高齢者医療特別会計［市民生活部 保険年金課 所管］ 

１. 概要 

老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来に

わたり持続可能なものとしていくため、高齢社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世

代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度として、今までの「老人保健制度」

に代わって、平成 20 年度から「後期高齢者医療制度」が開始されました。 

運営主体は、全市町村が加入した「茨城県後期高齢者医療広域連合」が行い、財政運営の広域

化及び安定化を図る。市の主な業務は給付申請や窓口業務、保険料の徴収などを行います。 

 

（単位：千円、％）

構成比 構成比

1. 後期高齢者医療保険料 416,007 77.5 378,274 74.7 37,733 10.0

2. 手 数 料 99 0.0 80 0.0 19 23.8

3. 他会計繰入金 109,731 20.5 117,784 23.3 △ 8,053 △ 6.8

4. 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

5. 10,862 2.0 10,061 2.0 801 8.0

延滞金,加算金及び過料 2 0.0 2 0.0 0 0.0

償還金及び還付加算金 501 0.1 501 0.1 0 0.0

受託事業収入 9,086 1.7 8,347 1.7 739 8.9

雑 入 1,273 0.2 1,211 0.2 62 5.1

536,700 100.0 506,200 100.0 30,500 6.0

（単位：千円、％）

構成比 構成比

1. 16,949 3.2 18,035 3.6 △ 1,086 △ 6.0

総 務 管 理 費 13,871 2.6 14,929 3.0 △ 1,058 △ 7.1

徴 収 費 3,078 0.6 3,106 0.6 △ 28 △ 0.9

2.
後期高齢者医療
広域連合納付金

518,750 96.6 487,164 96.2 31,586 6.5

3. 償還金及び還付加算金 501 0.1 501 0.1 0 0.0

4. 予 備 費 500 0.1 500 0.1 0 0.0

536,700 100.0 506,200 100.0 30,500 6.0

款 令和２年度
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○後期高齢者医療事務に要する経費（01010101） 13,871 千円（14,929 千円） 予算書 P229 

[総務部 総務課 所管 582 千円含む] 

〈その他：10,359 千円 一財：3,512 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・諸収入：健康診査受託収入             9,086,000 円 



  ・諸収入：後期高齢者医療制度特別対策補助金     1,273,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  後期高齢者医療事業の適正な執行に努め、事業の安定運営を図る。 

（内容） 

  後期高齢者医療の事務執行に要する事務費、物件費、健康診査委託料等。 

 

○保険料徴収事務に要する経費（01020101） 3,078 千円（3,106 千円） 予算書 P229 

 [総務部 総務課 所管 1,783 千円含む] 

〈その他：99 千円 一財：2,979 千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・手数料：督促手数料      99,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  後期高齢者医療の適正な保険料徴収事務に努め、事業の安定運営を図る。 

（内容） 

  後期高齢者医療の保険料徴収事務に要する物件費、電算処理システム等。 

 

○保険料納付に要する経費（02010101） 518,750 千円（487,164 千円） 予算書 P230 

〈その他：518,748 千円 一財：2千円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・保険料：現年度分特別徴収保険料       250,675,000 円 

  ・保険料：現年度分普通徴収保険料       162,926,000 円 

  ・保険料：滞納繰越分普通徴収保険料       2,406,000 円 

  ・繰入金：保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 102,741,000 円 

（目的及び期待する効果） 

  後期高齢者医療制度の財源(保険料)を納付することにより、被保険者が必要な医療を受ける

ことができ、老人福祉の増進を図ることができる。 

（内容） 

保険料納付金    416,007,000 円 

保険基盤安定納付金 102,741,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※参考資料 

◎被保険者数

平成30年度

（実績）

受給者数 7,046人

◎１人あたりの保険料額 （単位：円）

対前年 対前年
伸　率 伸　率

平成30年度（実績） 517,012,512 3.2% 2.5%

令和元年度（予算） 494,385,687 △ 4.4% △ 6.0%

令和２年度（予算） 527,734,292 6.7% 3.8%

◎保険料率

均等割額 所得割額

39,500円 8.00% ※（前年の総所得金額等－基礎控除33万円）×8.00%

区　　　分

71,615

69,010

1人あたり

73,377

賦課総額

保険料

7,369人

（予算）

令和２年度

（予算）

7,164人

　　　　　　年度
区分

令和元年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


